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いぬわし君の号 外 令和６年１月12日
石川県警察本部
交通企画課

(076)225-0110

石川県内では、以下の市町に住所がある方が対象となります。

珠洲市、輪島市、七尾市、羽咋市、かほく市、金沢市、白山市、能美市、小松市、加賀市

能登町、穴水町、中能登町、志賀町、宝達志水町、津幡町、内灘町

対象となる方

※ 運転免許証の更新以外の手続についても、同様の措置が執られています。

※ 上記以外にお住まいの方についても、同様の措置が執られることがあります。

（例：旅行や出張で被災された方など）

※ 令和６年６月30日直前は、窓口が混雑することが予想されますので御注意ください。

詳しくは、運転免許センター（076-238-5901）にお問い合わせください。

令和６年能登半島地震に伴う
運転免許証の有効期間延長措置について

被災された方は、運転免許証の有効期間が

令和６年６月30日まで延長されます。
※ 御自身の安全確保を優先して､６月30日までに更新手続を行ってください。

※ 更新手続の際は、運転免許証、手数料（現金）、更新連絡書（ハガキ）等を

御持参ください。（更新連絡書に詳細記載されています。）

【いぬわし君の交通安全Journal】
◇ 毎月１日、15日（土・日・祝の場合、翌平日）に配信します。
◇ 県警のウェブサイトにも掲載しています。www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/

※ 対象となる市町は、今回の地震に際し災害救助法が適用された区域で、1月11日時点のものです。

有効期間の末日
（左の場合、令和６年１月１日）が、

令和６年１月１日から
令和６年６月29日までの方

は、令和６年６月30日まで運転する
ことができます。

Ｘ（旧ツイッター）を運用しています。フォローお願いします！【石川県警察交通安全情報＠IP_koutuu_anzen】

https://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/

